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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の発射手段により発射される遊技球が案内される遊技領域を前面側に有する遊技盤
本体と、
　前記遊技領域に立設される釘とを備えた遊技機であって、
　前記遊技盤本体の前記釘が配設された位置には、前後方向に貫通する貫通孔が設けられ
、
　前記釘は、
　一端部側にねじ山が突出形成され、当該ねじ山が前記遊技盤本体にねじ込み固定されて
、他端部側が前記遊技領域に突出する棒状の本体部を備え、
　前記ねじ山が形成された部位よりも前記他端部側における部位の径が、前記ねじ山を含
めた本体部の径よりも小径であることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技盤本体には、前記釘の配設位置に対応して、前後方向に貫通する貫通孔が予め
形成され、
　前記釘は、前記遊技盤本体の背面側から前記本体部の前記他端部を前記貫通孔に挿通し
、前記ねじ山を前記遊技盤本体にねじ込み、前記遊技領域に前記本体部の前記他端部側を
突出させる取付構造を有する請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記本体部の前記一端部に拡径部を備え、
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　前記拡径部が前記遊技盤本体に略当接した状態で取付けられることを特徴とする請求項
１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記釘は、
　前記本体部の前記他端部から突出し、前記本体部の前記他端部の径よりも小径の突出部
と、
　前記本体部と前記突出部とにより形成された段差部とを具備することを特徴とする請求
項１乃至３のいずれかに記載の遊技機。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種としてパチンコ機等がある。このようなパチンコ機は、遊技盤を構成する
板状の遊技盤本体と該遊技盤本体の前方に設けられたガラス板とを備えており、遊技盤本
体とガラス板との間の空間の大部分が、所定の発射手段により発射された遊技球が流下す
る遊技領域となっている。また、遊技盤本体の前面には、遊技領域に突出する釘が多数配
設されており、これによって遊技領域を流下する遊技球の流下経路が適宜分散される（例
えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００３－１５４１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、例えば、遊技に際して数え切れないくらいの遊技球が釘に衝突すること
等に起因して、釘が緩んでしまうおそれがある。そして、このように緩んだ状態にある釘
に遊技球が衝突すると、当該釘が大きく傾いてしまったり脱落してしまったりするおそれ
がある。特に、樹脂製の遊技盤本体を採用する場合には、一般に遊技盤本体に下孔を設け
るのであるが、該下孔に釘を配設する場合、下孔や釘の精度のばらつきによって上記おそ
れがより顕著なものとなる。さらには、釘をどんなに打ち込んだとしても、依然として釘
が緩んだ状態であるといったおそれがある。このように、釘が大きく傾いたり脱落したり
してしまうと、外観品質の低下を招くのはもちろんのこと、遊技球の流下経路が大きく変
わってしまうことに起因して、遊技者側又はホール側が多大な不利益を被るおそれがある
。
【０００４】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、強固に釘が取付けら
れた遊技盤本体を有する遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下、上記目的等を解決するのに適した各手段につき項分けして説明する。なお、必要
に応じて対応する手段に特有の作用効果等を付記する。
【０００６】
　手段１．所定の発射手段により発射される遊技球が案内される遊技領域を前面側に有す
る遊技盤本体と、
　前記遊技領域に立設される釘とを備えた遊技機であって、
　前記遊技盤本体の前記釘が配設された位置には、前後方向に貫通する貫通孔が設けられ
、
　前記釘は、
　一端部（基端部）側にねじ山が突出形成され、当該ねじ山が前記遊技盤本体にねじ込み
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固定されて、他端部（先端部）側が前記遊技領域に突出する棒状の本体部を備え、
　前記ねじ山が形成された部位よりも他端部側における部位の径が、前記ねじ山を含めた
本体部の径よりも小径であることを特徴とする遊技機。
【０００７】
　手段１によれば、本体部の一端部（基端部）側にねじ山が形成されており、このねじ山
が遊技盤本体に対してねじ込まれている。このため、ねじ山が形成されていない釘を遊技
盤本体に打ち込む場合に比べて、遊技盤本体に対して釘（遊技機用釘）を強固に取付ける
ことができる。従って、遊技球の衝突や振動、ホールにおける釘を叩いての釘の突出角度
調整等に起因して、釘が緩んでしまうといったおそれを抑止することができる。このため
、緩んだ状態の釘に遊技球が衝突する等して、釘が大きく傾いてしまったり脱落してしま
ったりするおそれを防止することができる。結果として、釘が大きく傾いたり脱落したり
して、外観品質の低下を招いてしまったり、遊技球の流下経路が大きく変わってしまうこ
とに起因して、遊技者側又はホール側が多大な不利益を被ってしまったりするおそれを防
止することができる。
【０００８】
　さらに、本手段によれば、遊技盤本体に対して、釘が前後に貫通する貫通孔に挿通状態
で取付けられているのであるが、上記のように、ねじ山が遊技盤本体にねじ込まれている
ため、例えば、釘調整に際して遊技盤本体前方から釘が打付けられたとしても、釘の遊技
盤本体後方への移動が確実に規制される。従って、本手段のように、遊技盤本体の前方に
拡径部がない場合であっても、釘が遊技盤本体前方から打付けられることによって貫通孔
の後側に抜け落ちてしまうといったおそれを抑止することができる。また、例えば、遊技
盤本体に予め前後方向に貫通する貫通孔（下孔）が形成される場合において、該下孔や釘
に若干の製造誤差が生じたとしても（下孔の径が本体部の径よりも若干大きくなってしま
っても）、下孔の径がねじ山を含めた本体部の径よりも小さくなる範囲内の誤差であれば
取付けることができる。従って、下孔にねじ山のない釘を打付ける場合に比べて、許容で
きる製造誤差の範囲を広げることができる。
【０００９】
　また、一般に遊技盤本体の前面側から打付けられる釘は、本体部よりも大きな径を有す
る頭部を備えており、該頭部が遊技盤本体の前方に位置するようにして配設されている。
ところが、所定の釘と該釘に隣接する釘との間を遊技球が通過できるように釘を配設する
場合、両本体部間においては遊技球が通過できるのではあるが、両頭部間が遊技球の径よ
りも小さくなってしまい、場合によっては頭部間において球詰まりが発生してしまうこと
が懸念される。この点、本手段によれば、遊技盤本体の前方に本体部よりも大きな径を有
する部位が存在しないため、上記不具合を回避することができる。また、釘の頭部が遊技
盤本体の前方に存在することで、遊技盤本体の前面に装飾が施される場合に該装飾が見え
づらくなってしまうといった事態を回避することができる。
【００１０】
　加えて、ねじ山が形成された部位よりも他端部側の径が、前記ねじ山を含めた本体部の
径よりも小径であることから、遊技盤本体の背面側から釘を遊技盤本体に挿通させて取付
けることができる。この場合、釘の取付作業や釘の遊技領域への突出長調整等の作業が主
に遊技盤本体の背面側においての作業となるため、当該取付作業時等において遊技盤本体
前面が傷付けられてしまうといったおそれを抑制することができ、結果として外観品質の
低下を防止することができる。
【００１１】
　尚、遊技盤本体に予め前後方向に貫通する貫通孔（下孔）を形成しておくこととしても
よい。このように下孔を形成しておくことで、容易に釘を遊技盤本体に挿通させることが
でき、釘の取付作業性の向上が図られる。また、遊技盤本体に無理やり釘を打ち込んだり
ねじ込んだりすることに起因して、遊技盤本体が変形したりひび割れしたりするおそれを
抑制することができる。特に、遊技盤本体が樹脂製である場合には、これらの効果が一層
顕著になる。さらに、釘の先端部形状を尖形にしなくても釘を遊技盤本体に挿通させるこ
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とができることから、遊技盤本体の前方に露出する釘の先端部形状の設計上の制約を緩和
することができる。また、釘の先端部形状を尖形にしないことによって、遊技球に衝突さ
れたり釘調整の際に叩かれたりして、当該先端部が変形したり破損したりしてしまうとい
ったおそれを抑止することができる。
【００１２】
　また、遊技盤本体は樹脂により構成されていることとしてもよい。本手段によれば、釘
にねじ山を設けることによって、遊技盤本体がそれほど厚くなくても釘の取付状態を強固
に維持することができることから、遊技盤本体の厚みを薄くすることができる。従って、
透明又は半透明な樹脂製の遊技盤本体の裏側にセル画等を貼付けたり、液晶装置等の表示
装置や役物等を設置したりする場合に、遊技盤本体が厚いことに起因してそれらが見えづ
らくなるといったおそれを抑制することができる。また、釘を遊技盤本体の背面に没入さ
せることとしてもよい。この場合、遊技盤本体の背面から突出する釘にその他の部材が引
っ掛かって傷つけられてしまうといったおそれを回避することができたり、遊技盤本体の
後側に設けられる部材を遊技盤本体により近づけて配置することができたりする。
【００１３】
　手段２．前記遊技盤本体には、前記釘の配設位置に対応して、前後方向に貫通する貫通
孔が予め形成され、
　前記釘は、前記遊技盤本体の背面側から前記本体部の他端部（先端部）を前記貫通孔に
挿通し、前記ねじ山を前記遊技盤本体にねじ込み、前記遊技領域に前記本体部の他端部側
を突出させる取付構造を有する手段１に記載の遊技機。
【００１４】
　手段２によれば、遊技盤本体の背面側から本体部の先端部が貫通孔に挿通され、遊技盤
本体の貫通孔内周面にねじ山がねじ込まれるとともに、遊技領域に本体部の他端部側が突
出するようにして、釘が取付けられている。当該構成を採用することで、釘の取付作業や
釘の遊技領域への突出長調整等の作業が主に遊技盤本体の背面側においての作業となるた
め、当該取付作業時等において遊技盤本体前面が傷付けられてしまうといったおそれを抑
制することができ、結果として外観品質の低下を防止することができる。
【００１５】
　また、遊技盤本体に予め前後方向に貫通する貫通孔（下孔）が形成されていることによ
り、容易に釘を遊技盤本体に挿通させることができ、釘の取付作業性の向上が図られる。
また、遊技盤本体に無理やり釘を打ち込んだりねじ込んだりすることに起因して、遊技盤
本体が変形したりひび割れしたりするおそれを抑制することができる。特に、遊技盤本体
が樹脂製である場合には、これらの効果が一層顕著になる。さらに、釘の先端部形状を尖
形にしなくても釘を遊技盤本体に挿通させることができることから、遊技盤本体の前方に
露出する釘の先端部形状の設計上の制約を緩和することができる。また、釘の先端部形状
を尖形にしないことによって、遊技球に衝突されたり釘調整の際に叩かれたりして、当該
先端部が変形したり破損したりしてしまうといったおそれを抑止することができる。尚、
下孔をメスねじの形成されていない孔とし、釘がねじ込まれる際にメスねじが形成される
構成とすることで、メスねじを予め形成しておくための別途の作業工程を省略することが
できる。
【００１６】
　また、遊技盤本体に形成される下孔や釘に若干の製造誤差が生じたとしても（下孔の径
が本体部の径よりも若干大きくなってしまっても）、下孔の径がねじ山を含めた本体部の
径よりも小さくなる範囲内の誤差であれば取付けることができ、下孔にねじ山のない釘を
打付ける場合に比べて、許容できる製造誤差の範囲を広げることができる。
【００１７】
　手段３．前記本体部の一端部に、工具係合部を形成したことを特徴とする手段１又は２
に記載の遊技機。
【００１８】
　例えば、ねじ山が形成された釘を遊技盤本体に配設する方法の１つとして、本体部の一
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端部（釘の基端部）を打付けることで徐々にねじ込んでいくことも考えられるが、この場
合、釘を上手くねじ込むことができなかったり、配設作業に時間がかかってしまったりす
ることが懸念される。従って、釘の基端部にドライバー等の工具の先端部を係合するため
の十字穴やすりわり等の工具係合部を設けることが望ましいのであるが、この工具係合部
が前面側から視認されてしまうと外観品質の著しい低下を招くおそれがある。この点、上
記手段１又は２に記載のように、本体部の基端部側に設けられたねじ山を遊技盤本体にね
じ込み固定するとともに、本体部の先端部側を遊技盤本体の前面側に突出させる構成を採
用することで、釘の基端部に工具係合部を形成した場合にも該基端部が遊技盤本体の前方
に露出しないため、外観品質の低下を防止することができる。
【００１９】
　そして、本手段３では、本体部の一端部（釘の基端部）に工具係合部を形成している。
これにより、該工具係合部に対して工具の先端部を係合させて釘をねじ込むことができ、
遊技盤本体に対して釘を比較的容易に取付けることができる。従って、釘が上手くねじ込
まれずに、遊技盤本体に上手くメスねじが形成されなかったり、釘が挿通される孔が大き
くなりすぎたり、メスねじが形成された下孔に釘をねじ込む場合にはメスねじが潰れてし
まったりして、釘がぐらついてしまうといったおそれを抑止することができる。また、釘
の配設作業に際しての時間効率の向上を図ることができる。さらに、ねじ山が設けられた
釘を比較的容易に取外すことができることから、リサイクルに際しての分別作業性の向上
を図ることができる。尚、釘に頭部を設けなかったり、ねじ山が設けられた釘の基端部を
遊技盤本体に没入させたりする場合においても釘を比較的容易に取外すことができる。
【００２０】
　手段４．前記本体部の一端部に拡径部（頭部）を備え、
　前記拡径部が前記遊技盤本体に略当接した状態で取付けられることを特徴とする手段１
乃至３のいずれかに記載の遊技機。
【００２１】
　一般に、遊技に際して釘に遊技球が衝突することで釘が徐々に前方の緩む方向に移動し
てしまうといった事態が起こりうる。このため、例えば、釘を遊技盤本体の前方から打ち
込む構成を採用する場合には、定期的に釘を打ち込んでおかないと遊技に際して遊技球が
衝突することで釘が大きく傾いてしまったり、場合によっては脱落してしまったりするお
それがある。また、ホールにおいて釘を叩いて釘の突出角度を調整する際にも釘が前方の
緩む方向に移動してしまうことがあり、釘調整の後、釘を打ち付け忘れてしまうと、遊技
に際して遊技球が衝突することで釘が大きく傾いてしまったり、脱落してしまったりする
おそれがある。この点、本手段４によれば、遊技盤本体の背面側において遊技盤本体と当
接する拡径部（頭部）が設けられており、釘の前方への移動が規制されることとなる。従
って、釘調整が行われたり、遊技球が衝突したりした場合においても、釘が前方に移動し
て緩んでしまうといったことがなく、上記不具合を解消することができる。
【００２２】
　さらに、拡径部（頭部）が遊技盤本体と当接することで、釘の位置決めが行われるため
、釘の遊技領域への突出長を一定に揃えることができる。また、手段３に対応しては、工
具係合部をより大きく形成することができ、工具によって付加される応力をより確実に釘
に伝達することができる。また、工具とより広い面積で当接することとなり、工具係合部
が潰れてしまうといった不具合も抑制することができる。
【００２３】
　手段５．前記本体部のうち、前記ねじ山が形成された部位と、当該ねじ山が形成された
部位よりも一端部側の部位とを足した長さを、前記遊技盤本体の厚み以下としたことを特
徴とする手段１乃至４のいずれかに記載の遊技機。
【００２４】
　手段５によれば、本体部の一端部（基端部）を遊技盤本体の背面と面一又は遊技盤本体
の背面に若干没入させたとしても、ねじ山が遊技領域に露出しない。このため、ねじ山が
遊技領域に露出し、前方から視認されることで外観品質の低下を招くといったおそれを回
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避することができる。また、遊技盤本体の背面側から釘を挿入させて取付けることで、遊
技盤本体前面の釘周縁部においてメスねじが形成されてしまったり、盛り上がるようにし
て変形してしまったりするといったおそれを抑止することができる。従って、外観品質の
低下を防止することができる。なお、ねじ山が本体部の基端部にまで形成されている場合
には、「ねじ山が形成された部位よりも一端部（基端部）側の部位」がないため、「ねじ
山が形成された部位」の長さを遊技盤本体の厚み以下とする。また、拡径部（頭部）を形
成し、頭部を遊技盤本体の背面に没入させる場合には、拡径部（頭部）についても「ねじ
山が形成された部位よりも一端部（基端部）側の部位」に含まれることが好ましい。
【００２５】
　手段６．前記釘は、
　前記本体部の他端部から突出し、前記本体部の他端部の径よりも小径の突出部と、
　前記本体部と前記突出部とにより形成された段差部とを具備することを特徴とする手段
１乃至５のいずれかに記載の遊技機。
【００２６】
　一般に、釘間の距離は、薄板状のゲージを釘間に差込むことで計測するのであるが、こ
のとき、ゲージの前後方向の位置決めを行うために、ゲージを前方にスライドさせて当該
ゲージを釘の頭部後面に当てる。これにより、釘間の距離の測定位置の統一が図られ、正
確な測定が図られる。これに対し、本手段６では、遊技盤本体の前方に釘の頭部が存在し
ないのではあるが、その代わりに段差部にゲージを当ててゲージの位置決めを行うことが
できる。従って、釘先端に頭部がなくても、遊技盤本体前方の所定位置での釘間の距離を
正確に測定することができる。さらに、測定に際して、前方からゲージを釘の段差部に当
てるだけなので、測定するまでの時間を短縮することができる。加えて、釘の突出部が小
径となっていることから、遊技盤本体（下孔）に釘を通しやすくなる。
【００２７】
　手段７．遊技機に用いられる遊技機用釘であって、
　一端部（基端部）側にねじ山が突出形成された棒状の本体部を備え、
　前記ねじ山が形成された部位よりも他端部（先端部）側における部位の径は、前記ねじ
山を含めた本体部の径よりも小径であることを特徴とする遊技機用釘。
【００２８】
　手段７によれば、本体部の一端部（基端部）側にねじ山が形成されており、このねじ山
が、例えば、板状の遊技盤本体等の被取付部材に対してねじ込み固定されることとなる。
このため、ねじ山が形成されていない釘（遊技機用釘）を被取付部材に打ち込む場合に比
べて、被取付部材に対して釘を強固に取付けることができる。従って、振動等に起因して
釘が緩んでしまい、釘が大きく傾いてしまったり脱落してしまったりするおそれを防止す
ることができる。また、例えば、被取付部材に形成された貫通孔や釘に若干の製造誤差が
生じたとしても（貫通孔の径が本体部の径よりも若干大きくなってしまっても）、貫通孔
の径がねじ山を含めた本体部の径よりも小さくなる範囲内の誤差であれば取付けることが
でき、貫通孔にねじ山のない釘を打付ける場合に比べて、許容できる製造誤差の範囲を広
げることができる。
【００２９】
　手段８．前記本体部の一端部に、工具係合部を形成したことを特徴とする手段７に記載
の遊技機用釘。
【００３０】
　手段７によれば、工具係合部に工具を係合させて釘（遊技機用釘）をねじ込むことがで
き、例えば、釘を打付けることで徐々にねじ込む場合に比べて、釘を比較的容易に取付け
ることができる。従って、釘が上手くねじ込まれずに、被取付部材に上手くメスねじが形
成されなかったり、釘が挿通される貫通孔が大きくなりすぎたり、メスねじが形成された
下孔に釘をねじ込む場合にはメスねじが潰れてしまったりして、釘がぐらついてしまうと
いったおそれを抑止することができる。さらに、ねじ山が設けられた釘を比較的容易に脱
着することができることから、釘の配設作業性や、リサイクルに際しての分別作業性の向
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上を図ることができる。また、例えば、前面側が視認可能な被取付部材の前面側に本体部
の他端部（先端部）側を突出させて取付けたとしても、工具係合部が視認されることがな
いため、外観品質の低下を防止することができる。
【００３１】
　手段９．前記本体部の他端部から突出し、前記本体部の他端部の径よりも小径の突出部
と、
　前記本体部と前記突出部とにより形成された段差部とを備えたことを特徴とする手段７
又は８に記載の遊技機用釘。
【００３２】
　手段９によれば、釘（遊技機用釘）間の距離を計測する場合に、段差部にゲージ等の計
測器具を当てて計測器具の位置決めを行うことができ、釘間の距離を正確に測定すること
ができる。また、突出部が本体部の他端部よりも小径となっていることから、下孔に釘を
通す場合に通しやすくなる。
【００３３】
　手段１０．前面側に遊技球の流下する遊技領域を形成する板状の遊技盤本体と、
　前記遊技盤本体の前面側に立設された手段７乃至９のいずれかに記載の遊技機用釘とを
備えた遊技盤であって、
　前記遊技盤本体に対して前記ねじ山がねじ込み固定され、前記本体部の他端部側が前記
遊技領域に突出していることを特徴とする遊技盤。
【００３４】
　手段１０によれば、上記手段１、３、６と同様の作用効果が奏される。
【００３５】
　手段１１．前記本体部の一端部に拡径部（頭部）を備え、
　前記拡径部が前記遊技盤本体に略当接した状態で取付けられることを特徴とする手段１
０に記載の遊技盤。
【００３６】
　手段１１によれば、上記手段４と同様の作用効果が奏される。
【００３７】
　手段１２．前記本体部のうち、前記ねじ山が形成された部位と、当該ねじ山が形成され
た部位よりも一端部側の部位とを足した長さが、前記遊技盤本体の厚み以下であることを
特徴とする手段１０又は１１に記載の遊技盤。
【００３８】
　手段１２によれば、上記手段５と同様の作用効果が奏される。
【００３９】
　手段１３．手段１０乃至１２に記載の遊技盤を備える遊技機の製造方法であって、
　前記遊技盤の製造に際しては、
　前記遊技盤本体に対して、前記釘の配設位置に対応して、前後方向に貫通する貫通孔を
形成する下孔形成工程と、
　前記遊技盤本体の背面側から前記本体部の他端部を前記下孔形成工程によって形成され
た貫通孔に挿通し、前記ねじ山を前記遊技盤本体にねじ込み、前記遊技領域に前記本体部
の他端部側を突出させる取付工程とを備えることを特徴とする遊技機の製造方法。
【００４０】
　以下に、上記各手段が適用される各種遊技機の基本構成を示す。
【００４１】
　Ａ．上記各手段における前記遊技機は弾球遊技機であること。より詳しい態様例として
は、「遊技者が操作する始動操作手段（遊技球発射ハンドル）と、当該指導操作手段の操
作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手段（発射モータ、発射ソレノイド等）と、
当該発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（レールユニットの球案内通路）と
、前記遊技領域内に配置された各遊技部品（一般入賞口、可変入賞装置、作動口、可変表
示ユニット等）とを備え、前記遊技領域を流下する遊技球の挙動を視認可能に構成されて
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なる弾球遊技機。」が挙げられる。
【００４２】
　Ｂ．上記各手段における前記遊技機は、可変表示装置を備えた弾球遊技機であること。
より詳しい態様例としては、「遊技者が操作する始動操作手段（遊技球発射ハンドル）と
、当該指導操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手段（発射モータ、
発射ソレノイド等）と、当該発射された遊技球を所定の遊技領域（例えば遊技領域は遊技
盤本体前面等により構成される）に導く球通路（レールユニットの球案内通路）と、前記
遊技領域内に配置された作動口、可変表示装置及び可変入賞装置とを備え、前記作動口へ
遊技球の入賞が検知されることに基づいて、前記可変表示装置に表示される識別情報（図
柄）を変動表示せしめ、所定時間後停止表示させるとともに、停止表示された識別情報（
図柄）が特定態様である場合に前記可変表示装置を所定態様で開放させるように構成した
弾球遊技機」が挙げられる。
【００４３】
　Ｃ．上記各手段における前記遊技機、又は、上記各弾球遊技機は、パチンコ機又はパチ
ンコ機に準ずる遊技機であること。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施形態を、図面に基
づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図である。図２は、パチンコ機１０
より前面枠セット１４を取り外した状態を示す正面図である（但し、図２では便宜上、遊
技盤本体３０前面側の遊技領域内の構成を空白で示している）。
【００４５】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１を備えており、この
外枠１１の一側部に内枠１２が開閉可能に支持されている。外枠１１は、例えば木製の板
材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結具により各板材が組み
付けられている。内枠１２は、パチンコ機１０の正面から見て左側に上下に延びる開閉軸
線を軸心に、前方側に開放できるようになっている。
【００４６】
　内枠１２には、その最下部に下皿ユニット１３が取り付けられているとともに、下皿ユ
ニット１３を除く範囲に対応して、前面枠セット１４が、内枠１２に対して開閉可能に取
り付けられている。前面枠セット１４は、内枠１２と同様に、パチンコ機１０の正面から
見て左側に上下に延びる開閉軸線を軸心に、前方側に開放できるようになっている。
【００４７】
　下皿ユニット１３には、ほぼ中央部に球受皿としての下皿１５が設けられ、排出口１６
より排出された遊技球が下皿１５内に貯留可能になっている。なお、符号２４はスピーカ
からの音出力口であり、符号２５は下皿１５内から遊技球を下方へと排出する球抜きレバ
ーである。
【００４８】
　下皿１５よりも右方には、手前側に突出して遊技球発射ハンドル（以下単に「ハンドル
」という）１８が配設されている。また、下皿１５の左方には、灰皿２６が設けられてい
る。一方、下皿１５の上方においては、球受皿としての上皿１９が設けられている。上皿
１９は、遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置（球発射手段）の方
へ導出する球受皿である。
【００４９】
　また、図２において、内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベース２０を主体に構成されて
おり、樹脂ベース２０の中央部には略円形状の窓孔２１が形成されている。樹脂ベース２
０の後側には遊技盤を構成する遊技盤本体３０（図３参照）が着脱可能に装着されている
。遊技盤本体３０は四角形状をなし、その周縁部が樹脂ベース２０（内枠１２）の裏側に
当接した状態で取着されている。従って、遊技盤本体３０の前面部の略中央部分が樹脂ベ
ース２０の窓孔２１を通じて内枠１２の前面側に露出した状態となっている。本実施形態



(9) JP 4725283 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

における遊技盤本体３０は、無色透明の樹脂により構成されている。また、遊技盤本体３
０の背面にはセル画４０１が貼付けられており、前方から遊技盤本体３０越しにセル画４
０１を視認可能となっている（図６参照）。尚、本実施形態では、例えば、遊技盤本体３
０の厚みが９．９ｍｍとなっている。なお、樹脂ベース２０には、前面枠セット１４の開
放を検知する開放検知センサ２２が設けられている。また、図示しないが内枠１２の開放
を検知する開放検知スイッチも設けられている。
【００５０】
　次に、遊技盤の構成について図３を用いて説明する。遊技盤は、ルータ加工によって遊
技盤本体３０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤本体３０前面側からネジ等により取
付けられた一般入賞口３１、可変入賞装置３２、第１契機対応口（作動口）３３、第２契
機対応口３４、可変表示装置ユニット３５等を備えている。周知の通り前記一般入賞口３
１、可変入賞装置３２、第１契機対応口３３に遊技球が入球（入賞）すると、後述する検
出スイッチの出力により、上皿１９（または下皿１５）へ所定数の賞球が払い出される。
その他に、遊技盤は、遊技盤本体３０に設けられたアウト口３６を備えており、各種入賞
部（一般入賞口３１、可変入賞装置３２、第１契機対応口３３）に入賞しなかった遊技球
はこのアウト口３６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。
また、遊技盤は、遊技盤本体３０の前面側において、遊技球の落下方向を適宜分散、調整
等するための多数の釘を備えるとともに、風車２７等の各種部材（役物）を備えている。
【００５１】
　本実施形態では、遊技盤本体３０に配設される釘及び釘の取付構造に特徴があるので、
ここで図面を参照しつつ説明する。なお、図６は、遊技盤本体３０に取付状態にある釘の
構成を示す断面図である。図７（ａ）は釘の構成を示す側面図であり、図７（ｂ）は頭部
側（釘の基端部側）から見た釘の正面図である。
【００５２】
　図６、７に示すように、釘４１１は、略円柱状の本体部４１２と、本体部４１２よりも
小さな径を有し、本体部４１２の先端部から突出する突出部４１３とを備えている。また
、本体部４１２の基端部には、当該本体部４１２の一般部４１４よりも大きな径を有する
拡径部としての頭部４１５が形成されている。本実施形態では、例えば、釘４１１の全長
が２８．２ｍｍ、本体部４１２の一般部４１４の長さＬ１が２５．６ｍｍ、頭部４１５の
長さＬ２が１．１ｍｍ、突出部４１３の突出長Ｌ３が１．５ｍｍとなっている。
【００５３】
　本体部４１２（一般部４１４）の基端部側には、本体部４１２の外周面から突出するね
じ山４２１が形成されている。本実施形態では、本体部４１２のうち、一般部４１４と頭
部４１５との連接部から本体部４１２の先端側に向けて８．５ｍｍの範囲Ｌ４にねじ山４
２１が螺旋状に連続的に形成されている。以下、当該ねじ山４２１が形成された範囲をね
じ山形成区間と称する。また、本実施形態では、本体部４１２（一般部４１４）の径Ｗ１
が１．９ｍｍ、ねじ山４２１を含めた本体部４１２の径Ｗ２が２．５ｍｍとなっている。
【００５４】
　頭部４１５は、本体部４１２の基端部にかけて次第に拡径するテーパ状に構成されてい
る（図７（ａ）参照）。また、頭部４１５には、ドライバー（工具）の先端部を係合可能
な工具係合部としての十字穴４３１が形成されている（図７（ｂ）参照）。本実施形態で
は頭部４１５の最大外径Ｗ３が４．０ｍｍとなっている。
【００５５】
　突出部４１３は略円柱状をなしており、本体部４１２の先端部から突出して本体部４１
２との間に段差部４４１を形成している。また、本体部４１２の中心軸と突出部４１３の
中心軸とが同一直線上に配されている。このため、突出部４１３と本体部４１２との連接
部（突出部４１３の付根部）から本体部４１２の外周面までの距離Ｗ４は一定である。本
実施形態では、突出部４１３の径Ｗ５が１．０ｍｍとなっている。加えて、突出部４１３
の先端部は断面円弧状になっている。
【００５６】
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　また、以上のように構成されてなる釘４１１が配設される遊技盤本体３０には、釘４１
１の配設箇所に対応して、前後方向に貫通する下孔４５１が形成されている（図６参照）
。下孔４５１は、略鉛直に立設される遊技盤本体３０に対して前側上方に向けて約３～５
度傾斜して形成されている。本実施形態では、下孔４５１の径は、本体部４１２の径Ｗ１
よりも若干大きく、かつ、ねじ山４２１を含めた本体部４１２の径Ｗ２よりも小さく（例
えば２．０ｍｍ～２．２ｍｍ）なっている。また、下孔４５１は、釘４１１の頭部４１５
を遊技盤本体３０に没入させるために、遊技盤本体３０の背面側がテーパ状に拡径してい
る。この下孔４５１には、メスねじが形成されておらず、当該下孔４５１に対して釘４１
１のねじ山４２１がねじ込まれる際にメスねじが形成される。なお、必ずしも下孔４５１
の径を本体部４１２の径Ｗ１よりも大きくする必要はなく、本体部４１２の径Ｗ１と同じ
大きさとしたり、本体部４１２の径Ｗ１よりも若干小径としたりしてもよい。
【００５７】
　次に、釘４１１の取付工程について説明すると、まず、遊技盤本体３０の背面側におい
て、下孔４５１に対して釘４１１の先端部（突出部４１３）が対向するようにして釘４１
１を配置する。それから、釘４１１の先端部（突出部４１３）を遊技盤本体３０の背面側
から下孔４５１に挿通する。本体部４１２のねじ山４２１が形成された部位については、
頭部４１５の十字穴４３１にドライバーの先端部を係合し、ドライバーを回してねじ山４
２１を遊技盤本体３０にねじ込んでいく。そして、頭部４１５が遊技盤本体３０の背面に
没入して該遊技盤本体３０と略当接するまで釘４１１をねじ込んで取付けが完了する。
【００５８】
　以上詳述したように、本実施形態では、本体部４１２（一般部４１４）の基端部側（取
付状態にある釘４１１の根元側に位置する本体部４１２の端部）にねじ山４２１が形成さ
れており、このねじ山４２１が遊技盤本体３０に対してねじ込まれている。このため、ね
じ山が形成されていない釘を遊技盤本体３０に打ち込む場合に比べて、遊技盤本体３０に
対して釘４１１を強固に取付けることができる。従って、遊技球の衝突や振動、ホールに
おける釘４１１を叩いての釘４１１の突出角度調整等に起因して、釘４１１が緩んでしま
うといったおそれを抑止することができる。このため、緩んだ状態の釘４１１に遊技球が
衝突する等して、釘４１１が大きく傾いてしまったり脱落してしまったりするおそれを防
止することができる。結果として、釘４１１が大きく傾いたり脱落したりして、外観品質
の低下を招いてしまったり、遊技球の流下経路が大きく変わってしまうことに起因して、
遊技者側又はホール側が多大な不利益を被ってしまったりするおそれを防止することがで
きる。
【００５９】
　さらに、本実施形態によれば、釘４１１が前後に貫通する下孔４５１に挿通状態で取付
けられるのであるが、上記のように、ねじ山４２１が遊技盤本体３０にねじ込まれて固定
されるため、例えば、釘調整に際して、遊技盤本体３０前方から釘４１１が打付けられた
としても、釘４１１の後方への移動が確実に規制される。従って、前方から打付けられる
ことによって釘４１１が下孔４５１の後側に抜けていってしまうといったおそれを抑止す
ることができる。
【００６０】
　また、遊技盤本体３０に対してねじ山４２１をねじ込むことから、遊技盤本体３０がそ
れほど厚くなくても釘４１１の取付状態を強固に維持することができ、結果として、遊技
盤本体３０の厚みを薄くすることができる。従って、本実施形態のように遊技盤本体３０
の背面にセル画４０１を貼付けた場合に、遊技盤本体３０が厚いことに起因してセル画４
０１が見えづらくなるといったおそれを抑制することができる。
【００６１】
　また、一般に遊技盤本体に打付けられる釘は、棒状の本体部の一方の端部において拡径
する頭部を備えており、該頭部が遊技盤本体の前方（遊技領域）に位置するようにして配
設されている。ところが、所定の釘と該釘に隣接する釘との間を遊技球が通過できるよう
に釘を配設する場合、両本体部間においては遊技球が通過できるのではあるが、両頭部間
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が遊技球の径よりも小さくなってしまい、場合によっては頭部間において球詰まりが発生
してしまうことが懸念される。この点、本実施形態によれば、遊技盤本体３０の前方に頭
部４１５がないため、上記不具合を回避することができる。また、釘４１１の頭部４１５
が遊技盤本体３０の前方に存在することで、遊技盤本体３０の前面に装飾が施される場合
に該装飾が見えづらくなってしまうといった事態を回避することができる。尚、仮に遊技
盤本体３０の前面側から釘４１１を強く打ち付けたとしても、本実施形態では、遊技盤本
体３０にねじ込まれたねじ山４２１によって釘４１１の後方への急激な移動が規制される
ため、釘４１１が遊技盤本体３０の背面から大きく飛び出してしまうといったおそれを抑
止することができる。結果として、釘調整のとき等に誤って釘を打ち込みすぎてしまい、
遊技盤本体３０の後側に配置される部材を傷付けてしまうといったおそれを回避すること
ができる。
【００６２】
　また、遊技盤本体３０の背面側において遊技盤本体３０と当接する頭部４１５が設けら
れていることにより、釘４１１の前方への移動が規制されることとなる。従って、釘調整
が行われたり、遊技球が衝突したりした場合においても、釘が前方に移動して緩んでしま
うといったことがなく、遊技に際して遊技球が衝突することで釘が大きく傾いてしまった
り、脱落してしまったりするおそれをより確実に防止することができる。
【００６３】
　さらに、頭部４１５が遊技盤本体３０と当接することで、釘４１１の位置決めが行われ
るため、釘４１１の遊技領域への突出長を一定に揃えることができる。また、頭部４１５
がない場合に比べて、十字穴４３１をより大きく形成することができ、ドライバーによっ
て付加される応力をより確実に釘４１１に伝達することができる。また、これによって、
十字穴４３１が潰れてしまうといった不具合も抑制することができる。
【００６４】
　また、例えば、ねじ山が形成された釘を遊技盤本体３０に配設する方法の１つとして、
釘の頭部を打付けることで徐々にねじ込んでいくことも考えられるが、この場合、釘を上
手くねじ込むことができなかったり、配設作業に時間がかかってしまったりすることが懸
念される。従って、釘の頭部にドライバー等の先端部を差込むための十字穴やすりわり等
を設けることが望ましいのであるが、この十字穴やすりわり等が前面側から視認されてし
まうと外観品質の著しい低下を招くおそれがある。この点、本実施形態では、釘４１１を
遊技盤本体３０の背面側から挿入させて取付けるため、頭部４１５が遊技領域に露出しな
くなり、十字穴４３１も前方から視認不可能となる。結果として、外観品質の低下を防止
することができる。
【００６５】
　そして、本実施形態では、頭部４１５に十字穴４３１を形成しているのであるが、これ
により、該十字穴４３１に対してドライバーの先端部を係合させて釘４１１を比較的容易
にねじ込むことができる。従って、釘４１１が上手くねじ込まれずに、遊技盤本体３０に
上手くメスねじが形成されなかったり、釘４１１が挿通される下孔４５１が大きくなりす
ぎたりして、釘４１１がぐらついてしまうといったおそれを抑止することができる。また
、釘４１１の配設作業に際しての時間効率の向上を図ることができる。さらに、ねじ山４
２１が設けられた釘４１１を比較的容易に取外すことができることから、リサイクルに際
しての分別作業性の向上を図ることができる。
【００６６】
　また、一般に、釘間の距離は、薄板状のゲージを釘間に差込むことで計測するのである
が、このとき、ゲージの前後方向の位置決めを行うために、ゲージを前方にスライドさせ
て当該ゲージを釘の頭部後面に当てる。これにより、釘間の距離の測定位置の統一が図ら
れ、正確な測定が図られる。これに対し、本実施形態では、遊技盤本体３０の前方に釘４
１１の頭部４１５が存在しないのではあるが、その代わりに段差部４４１にゲージを当て
てゲージの位置決めを行うことができる。従って、釘４１１の先端に頭部４１５がなくて
も、遊技盤本体３０前方の所定位置での釘４１１間の距離を正確に測定することができる
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。さらに、測定に際して、前方からゲージを釘４１１の段差部４４１に当てるだけなので
、測定するまでの時間を短縮することができる。また、釘４１１の先端部が小径となって
いることから、下孔４５１に釘４１１を通しやすくなる。さらに、先端部（突出部４１３
）が縮径となっていることから、遊技盤本体３０の前面に装飾が施される場合に該装飾を
見やすくすることができる。
【００６７】
　また、遊技盤本体３０に予め下孔４５１が形成されていることで、容易に釘４１１を遊
技盤本体３０に挿通させることができ、釘４１１の取付作業性の向上が図られる。また、
遊技盤本体３０に無理やり釘４１１を打ち込んだりねじ込んだりすることに起因して、遊
技盤本体３０が変形したりひび割れしたりするおそれを抑制することができる。特に、本
実施形態では、遊技盤本体３０が樹脂製であるため、これらの効果が一層顕著になる。さ
らに、釘４１１（突出部４１３）の先端部形状を尖形にしなくても釘４１１を遊技盤本体
３０に挿通させることができることから、遊技領域に露出する釘４１１の先端部形状の設
計上の制約を緩和することができる。また、釘４１１（突出部４１３）の先端部形状を尖
形にしないことによって、遊技球に衝突されたり釘調整の際に叩かれたりして、当該先端
部が変形したり破損したりしてしまうといったおそれを抑止することができる。加えて、
下孔４５１はメスねじの形成されていない孔であり、釘４１１がねじ込まれる際にメスね
じが形成されるため、メスねじを予め形成しておくための別途の作業工程を省略すること
ができる。また、本実施形態では、下孔４５１の径が本体部４１２の径Ｗ１よりも若干大
きいため、ねじ山４２１が設けられていない本体部４１２を容易に下孔４５１に挿通させ
ることができる。また、下孔４５１の径がねじ山４２１を含めた本体部４１２の径Ｗ２よ
りも小さいため、ねじ山４２１が確実に遊技盤本体３０にねじ込まれ、釘４１１を遊技盤
本体３０に強固に取付けることができる。また、下孔４５１や釘４１１に若干の製造誤差
が生じたとしても、下孔４５１の径がねじ山４２１を含めた本体部４１２の径Ｗ２よりも
小さくなる範囲内の誤差であれば取付けることができ、下孔４５１にねじ山のない釘を打
付ける場合に比べて、許容できる製造誤差の範囲を広げることができる。
【００６８】
　また、本実施形態によれば、本体部４１２のうちねじ山４２１が形成された部位の長さ
Ｌ４（８．５ｍｍ）と頭部４１５の長さＬ２（１．１ｍｍ）とを足した長さが、遊技盤本
体３０の厚み（９．９ｍｍ）以下となっている。すなわち、頭部４１５を遊技盤本体３０
の背面と面一又は遊技盤本体３０の背面に若干没入させたとしても、ねじ山４２１が遊技
領域に露出しない。このため、ねじ山４２１が遊技領域に露出し、前方から視認されるこ
とで外観品質の低下を招くといったおそれを回避することができる。また、遊技盤本体３
０前面の釘４１１周縁部にメスねじが形成されてしまったり、盛り上がるようにして変形
してしまったりするといったおそれを抑止することができる。従って、外観品質の低下を
防止することができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、釘４１１（頭部４１５）が遊技盤本体３０の背面に没入してい
るため、例えば、遊技盤本体３０の背面から突出する釘にその他の部材が引っ掛かって傷
つけられてしまうといったおそれを回避することができたり、遊技盤本体３０の後側に設
けられる部材を遊技盤本体３０により近づけて配置することができたりする。加えて、頭
部４１５に十字穴４３１が形成されているため、本実施形態のように頭部４１５を遊技盤
本体３０に没入させても、釘４１１を比較的容易に取外すことができる。結果として、リ
サイクルに際しての分別作業性の向上が図られる。また、本体部４１２及び突出部４１３
は円柱状に構成されるとともに、本体部４１２の中心軸と突出部４１３の中心軸とが同一
直線上に配されており、突出部４１３の付根部から本体部４１２の外周面までの距離Ｗ４
が一定となっている。このため、より正確に釘間の距離を計測することができる。
【００７０】
　図３の説明に戻り、可変表示装置ユニット３５には、第２契機対応口３４の通過をトリ
ガとして普通図柄を変動表示する普通図柄表示装置４１と、第１契機対応口３３への入賞
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をトリガとしてＬＥＤを色換え表示（変動表示）する特別表示装置４３と、特別表示装置
４３による変動表示に合わせて装飾図柄を変動表示する可変表示装置としての装飾図柄表
示装置４２とが設けられている。
【００７１】
　普通図柄表示装置４１は、普通図柄として「○」又は「×」を点灯表示可能に構成され
ており、遊技球が第２契機対応口３４を通過する毎に例えば普通図柄を「○」→「×」→
「○」→・・・という具合に高速で切換表示（変動表示）し、その変動表示が「○」図柄
（当選図柄）で数秒間停止した場合に第１契機対応口３３が所定時間だけ作動状態となる
（開放される）よう構成されている。この普通図柄表示装置４１は、後述する主制御装置
２６１によって直接的に表示内容が制御される。また、普通図柄表示装置４１による普通
図柄の変動表示中に、新たに遊技球が第２契機対応口３４を通過した場合には、その分の
普通図柄の変動表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行われる構成となっ
ている。つまり、変動表示が待機（保留）されることとなる。この保留される変動表示の
最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では４回まで保留され
、その保留回数が保留ランプ４４にて点灯表示されるようになっている。
【００７２】
　なお、普通図柄は、複数のランプの点灯態様を切換えることにより変動表示される構成
の他、装飾図柄表示装置４２（液晶表示装置）の一部で変動表示される構成等であっても
よい。保留ランプ４４も同様に、装飾図柄表示装置４２の一部で表示される構成であって
もよい。
【００７３】
　特別表示装置４３は、普通図柄表示装置４１の普通図柄の右側方に設けられ、赤、緑、
青の発光色を有する三色発光ダイオード（三色ＬＥＤ）により構成されている。この特別
表示装置４３についても、主制御装置２６１によって表示内容が直接的に制御される。本
実施形態では、この特別表示装置４３によって大当たりか否かが確定的に表示されるよう
になっている。
【００７４】
　装飾図柄表示装置４２は液晶表示装置として構成されており、サブ制御装置２６２によ
って表示内容が制御される。すなわち、装飾図柄表示装置４２においては、特別表示装置
４３にて表示される結果に対応させるように、主制御装置２６１からのコマンドに基づき
、サブ制御装置２６２によって補助的な表示内容が決定され、表示制御装置４５によって
表示が行われる。装飾図柄表示装置４２には、上、中及び下の３つの図柄列が表示される
。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄が図柄列毎にスクロールさ
れるようにして装飾図柄表示装置４２に変動表示され、その後、上図柄列→下図柄列→中
図柄列の順に停止表示される。なお、本実施形態では、装飾図柄表示装置４２は８インチ
サイズの液晶ディスプレイを備える。また、可変表示装置ユニット３５には、装飾図柄表
示装置４２を囲むようにしてセンターフレーム４７が配設されている。
【００７５】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たり（特別遊技状態の発生）の際に、遊技球が入賞しやすい開状態とされる。より
詳しくは、第１契機対応口３３に対し遊技球が入賞すると、特別表示装置４３は、３色Ｌ
ＥＤを赤→緑→青→赤→・・・という具合に高速で色換え表示（変動表示）し、所定時間
が経過すると、いずれかの色に決定表示する。高速の色換え表示とは、例えば４ｍｓｅｃ
毎に赤、緑、青を順番に表示するという具合である。このとき、大当たり抽選に当選した
ことを意味する赤又は緑で決定表示（例えば数秒間停止）されると、大当たり状態が発生
する。また、特別表示装置４３が３色ＬＥＤを赤又は緑で決定表示する場合、これを受け
て、装飾図柄表示装置４２には、特定の図柄の組合わせが補助的に表示されることになる
。そして、可変入賞装置３２の大入賞口が所定の開放状態となり、遊技球が入賞しやすい
状態（大当たり状態）になるよう構成されている。具体的には、所定時間の経過又は所定
個数の入賞を１ラウンドとして、可変入賞装置３２の大入賞口が所定回数（所定ラウンド
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数）繰り返し開放される。
【００７６】
　また、特別表示装置４３の変動表示中に新たに遊技球が第１契機対応口３３に入賞した
場合には、その分の変動表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行われる構
成となっている。つまり、変動表示が待機（保留）されることとなる。この保留される変
動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では４回まで
保留され、その保留回数が保留ランプ４６にて点灯表示されるようになっている。また、
大当たり状態中に新たに遊技球が第１契機対応口３３に入賞した場合、その分の変動表示
についても保留される。
【００７７】
　また、遊技盤（遊技盤本体３０）には、遊技球発射装置から発射された遊技球を遊技盤
本体３０上部へ案内するレール部材としてのレールユニット５０が取り付けられており、
ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊
技領域に案内されるようになっている。レールユニット５０は内レール構成部５１と外レ
ール構成部５２とを有する。
【００７８】
　内レール構成部５１の先端部分（図３の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されて
いる。これにより、一旦、内レール構成部５１及び外レール構成部５２間の球案内通路か
ら遊技盤本体３０の上部へと案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといっ
た事態が防止される。また、外レール構成部５２には、遊技球の最大飛翔部分に対応する
位置（図３の右上部：外レール構成部５２の先端部に相当する部位）に返しゴム５４が取
着されている。従って、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム５４に当たって
例えば遊技盤本体３０の略中央部側へ戻される。
【００７９】
　図２の説明に戻り、前記樹脂ベース２０において、窓孔２１（遊技盤本体３０）の下方
には、遊技球発射装置より発射された直後に遊技球を案内する発射レール６１が取り付け
られている。発射レール６１は、その後方の金属板６２と一体的に樹脂ベース２０に取付
固定されており、所定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成されてい
る。従って、ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは発射レール６１
に沿って斜め上方に打ち出され、その後前述した通りレールユニット５０の球案内通路を
通じて遊技領域に案内されるようになっている。
【００８０】
　また、発射レール６１とレールユニット５０との間には所定間隔の隙間があり、この隙
間より下方にファール球通路６３が形成されている。従って、仮に、遊技球発射装置から
発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として球案内通路内を逆戻
りする場合には、そのファール球がファール球通路６３を介して下皿１５に排出される。
【００８１】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置には、前面枠セット１４側の球
出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。また、
発射レール６１の基端部付近にはその右側と手前側にそれぞれガイド部材６５，６６を設
置している。これにより、前面枠セット１４側の球出口から供給される遊技球が常に所定
の発射位置にセットされる。また、遊技球発射装置には打球槌が設けられ、軸部を中心と
する打球槌の回動に伴い遊技球が発射される。
【００８２】
　また、図２中の符号６７は上皿１９に通ずる排出口であり、この排出口６７を介して遊
技球が上皿１９に排出される。排出口６７には開閉式のシャッタ６８が取り付けられてい
る。当該シャッタ６８は、その下辺部に沿って設けられた軸部を軸心として回動可能とな
っており、前面枠セット１４を開放した状態（図２の状態）ではバネ等の付勢力によりシ
ャッタ６８が排出口６７をほぼ閉鎖するようになっている。また、前面枠セット１４を閉
じた状態（図１の状態）では、当該前面枠セット１４の裏面に設けられた球通路樋（図示
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略）により、シャッタ６８が押し開けられるようになっており、排出口６７と上皿１９と
が連通された状態となる。なお、前面枠セット１４の開放状態においては、遊技球は下皿
１５へ排出されるようになっている。
【００８３】
　次に、前面枠セット１４について図１を参照しつつ説明する。前面枠セット１４には遊
技領域（レールユニット５０の内周部により略円形状に区画形成された領域）のほとんど
を外部から視認することができるよう略楕円形状の窓部１０１が形成されている。
【００８４】
　また、前面枠セット１４にはその周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられている。こ
れら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯、
点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすものである
。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部１０２が左
右対称に設けられ、該環状電飾部１０２の中央であってパチンコ機１０の最上部には、同
じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１０３が設けられている。本パチンコ機１
０では、中央電飾部１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり時に点灯や点滅を行
うことにより、大当たり中であることを報知する。さらに、上皿１９周りにも、同じくＬ
ＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿電飾部１０４が設けられている。その他、中央電飾部１
０３の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ１０５と所定のエラー時に点灯
するエラー表示ランプ１０６とが設けられている。
【００８５】
　また、窓部１０１の下方には貸球操作部１２０が配設されており、貸球操作部１２０に
は球貸しボタン１２１と、返却ボタン１２２と、度数表示部１２３とが設けられている。
遊技場等において、パチンコ機１０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット
）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部１２０が操作されると、その操作に応じ
て遊技球の貸出が行われる。球貸しボタン１２１は、カード等（記録媒体）に記録された
情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限
りにおいて貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタン１２２は、カードユニットに挿入
されたカード等の返却を求める際に操作される。度数表示部１２３はカード等の残額情報
を表示するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１９に遊
技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部１２０が不要となる
。故に、貸球操作部１２０の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。こ
れにより、カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図られ
る。
【００８６】
　なお、図面の開示は省略するが、前面枠セット１４の裏側には、窓部１０１を囲むよう
にして金属製の補強板が設けられており、この補強板はガラス支持用の金枠としての機能
も兼ね備えている。より詳しくは、補強板の一部が後方に折り返されて前後２列のガラス
保持溝が形成されており、矩形状をなす前後一対のガラス１３７が各ガラス保持溝にて保
持されようになっている。なお、ガラス１３７（ガラス１３７のうち前面側に配設された
ガラス）に代えて、例えば、透明な樹脂板を採用することもできる。
【００８７】
　次に、パチンコ機１０の背面の構成を図４に基づいて詳しく説明する。パチンコ機１０
にはその背面（実際には内枠１２及び遊技盤本体３０の背面）において、各種制御基板が
上下左右に並べられるようにして、一部前後に重ねられるようにして配置されており、さ
らに、遊技球を供給する遊技球供給装置（払出機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付け
られている。本実施形態では、各種制御基板を２つの取付台に分けて搭載して２つの制御
基板ユニットを構成し、それら制御基板ユニットを個別に内枠１２又は遊技盤本体３０の
裏面に装着するようにしている。この場合において、主基板とサブ制御基板とを一方の取
付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御基板、発射制御基板及び電源基板を他方
の取付台に搭載してユニット化している。ここでは便宜上、前者のユニットを「第１制御
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基板ユニット２０１」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称す
ることとする。また、払出機構及び保護カバーも１ユニットとして一体化されており、一
般に樹脂部分を裏パックと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユ
ニット２０３」と称する。各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【００８８】
　なお、第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２及び裏パックユニッ
ト２０３は、ユニット単位で工具等を用いずとも着脱できるよう構成されており、さらに
これに加え、一部に支軸部を設けて内枠１２又は遊技盤本体３０の裏面に対して開閉でき
る構成となっている。
【００８９】
　また、前面枠セット１４の施錠機構は、内枠１２の施錠機構と一体的となっており、当
該一体となった施錠機構Ｇ１の本体部は内枠１２の背面側に設けられている。そのため、
図２では、施錠機構Ｇ１から内枠１２の前面側に突出した係止爪Ｔ１，Ｔ２のみが示され
ている。そして、係止爪Ｔ１，Ｔ２が前面枠セット１４の背面側に係止されることにより
、前面枠セット１４が施錠された状態となる。
【００９０】
　図５は、内枠１２に遊技盤（遊技盤本体３０）を組み付けた状態における構成を示す背
面図である。同図に示すように、遊技盤本体３０は、樹脂ベース２０に囲まれた四角枠状
の設置領域に設置され、内枠１２に設けられた複数（本実施形態では４カ所）の係止固定
具２１１，２１２によって脱落しないように固定されている。
【００９１】
　遊技盤本体３０の中央には可変表示装置ユニット３５が配置されている。可変表示装置
ユニット３５においては、センターフレーム４７（図３参照）を背後から覆う樹脂製（例
えばＡＢＳ製）のフレームカバー２１３が後方に突出して設けられており、そのフレーム
カバー２１３の後端に、液晶表示装置たる装飾図柄表示装置４２と表示制御装置４５とが
前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレームカバー２１３内には、
センターフレーム４７に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するＬＥＤ制御基板などが配設されて
いる。
【００９２】
　また、遊技盤本体３０の裏面には、可変表示装置ユニット３５を取り囲むようにして裏
枠セット２１５が取り付けられている。この裏枠セット２１５は、遊技盤本体３０の裏面
に張り付くようにして設けられる薄型の樹脂成形品であって、各種入賞口に入賞した遊技
球を回収する遊技球回収機構が形成されている。詳しくは、裏枠セット２１５の下方には
、前述した一般入賞口３１、可変入賞装置３２、第１契機対応口３３（それぞれ図３参照
）の遊技盤本体開口部に対応し、且つ下流側で１カ所に集合する回収通路２１６が形成さ
れている。また、遊技盤本体３０よりも下方の内枠１２には、樹脂製の排出通路盤２１７
が取り付けられており、該排出通路盤２１７には、排出球をパチンコ機１０外部へ案内す
る排出通路２１８が形成されている。従って、図５に仮想線で例示するように、一般入賞
口３１等に入賞した遊技球は何れも裏枠セット２１５の回収通路２１６を介して集合し、
さらに排出通路盤２１７の排出通路２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される。な
お、アウト口３６（図３参照）も同様に排出通路２１８に通じており、何れの入賞口にも
入賞しなかった遊技球も排出通路２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される。
【００９３】
　上記構成では、遊技盤本体３０の下端面を境界にして、上方に裏枠セット２１５（回収
通路２１６）が、下方に排出通路盤２１７（排出通路２１８）が設けられており、排出通
路盤２１７が遊技盤本体３０に対して前後方向に重複（オーバーラップ）せずに設けられ
ている。
【００９４】
　また、遊技盤本体３０の裏面には、各種入賞口などの遊技球の通過を検出する入賞感知
機構などが設けられている。具体的には、遊技盤本体３０表側の一般入賞口３１に対応す
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る位置には入賞口スイッチ２２１が設けられ、可変入賞装置３２には、カウントスイッチ
２２３が設けられている。カウントスイッチ２２３は可変入賞装置３２への入賞球をカウ
ントするスイッチである。また、第１契機対応口３３に対応する位置には第１契機対応口
スイッチ２２４が設けられ、第２契機対応口３４に対応する位置には第２契機対応口スイ
ッチ２２５が設けられている。第１契機対応口スイッチ２２４が本実施形態における特定
の検出手段（球検出手段）に相当する
　入賞口スイッチ２２１及び第２契機対応口スイッチ２２５は、図示しない電気配線を通
じて盤面中継基板２２６に接続され、さらにこの盤面中継基板２２６が後述する主基板（
主制御装置２６１）に接続されている。また、カウントスイッチ２２３は大入賞口中継基
板２２７に接続され、さらにこの大入賞口中継基板２２７がやはり主基板に接続されてい
る。これに対し、第１契機対応口スイッチ２２４は中継基板を介さずに直接主基板に接続
されている。
【００９５】
　その他図示は省略するが、可変入賞装置３２には、大入賞口を開放する大入賞口ソレノ
イドが設けられ、第１契機対応口３３には、当該第１契機対応口３３に装備された電動役
物を開放する第１契機対応口ソレノイドが設けられている。なお、図５において符号２２
８は打球槌等を備えるセットハンドルであり、符号２２９は発射モータである。
【００９６】
　上記入賞感知機構にて各々検出された検出結果は、後述する主基板に取り込まれ、該主
基板よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払出制御基板に送
信される。そして、該払出制御基板の出力により所定数の遊技球の払出が実施される。本
実施形態のパチンコ機１０では、各種入賞口毎に遊技球の入賞を電気的に感知して払出が
直ちに行われる。
【００９７】
　また、裏枠セット２１５には、第１制御基板ユニット２０１を取り付ける取付機構が設
けられている。さらに、内枠１２の裏面には、第２制御基板ユニット２０２や裏パックユ
ニット２０３を取り付ける取付機構が設けられている。
【００９８】
　その他、内枠１２の背面構成において、遊技盤本体３０の右下部には、後述する払出機
構より払い出される遊技球を上皿１９、下皿１５、又は排出通路２１８の何れかに振り分
ける遊技球分配部２４５が設けられている。また、内枠１２の下端部には、下皿１５に向
けて設置された上記スピーカの背後を囲む樹脂製のスピーカボックス２４６が取り付けら
れており、このスピーカボックス２４６により低音域の音質改善が図られている。
【００９９】
　図４の説明に戻り、第１制御基板ユニット２０１は、主制御装置２６１と、副制御装置
としてのサブ制御装置２６２とを具備している。ここで、主制御装置２６１は、主たる制
御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを
記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器
、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含む主基板を
具備しており、この主基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス２６３（被包手段）に
収容されて構成されている。なお、基板ボックス２６３は、略直方体形状のボックスベー
スと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印ユニット２６４（封印手段）によって開封不能に連結され
、これにより基板ボックス２６３が封印されている。
【０１００】
　封印手段としての封印ユニット２６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能
に連結する構成であれば任意の構成が適用できるが、本実施形態では、５つの封印部材が
連結された構成となっており、この封印部材の長孔に係止爪を挿入することでボックスベ
ースとボックスカバーとが開封不能に連結されるようになっている。封印ユニット２６４
による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそ



(18) JP 4725283 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

のような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度
開封・封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、封印ユニット２６４を構成する
５つの封印部材のうち、少なくとも一つの封印部材の長孔に係止爪を挿入することにより
封印処理が行われる。そして、収容した主基板の不具合などにより基板ボックス２６３を
開封する場合には、係止爪が挿入された封印部材と他の封印部材との連結を切断する。そ
の後、再度封印処理する場合は他の封印部材の長孔に係止爪を挿入する。基板ボックス２
６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス２６３に残しておけば、基板ボックス２
６３を見ることで不正な開封が行われた旨を容易に発見することができる。
【０１０１】
　また、サブ制御装置２６２は、主制御装置２６１（主基板）からの指示に従い各種演出
制御を司るＣＰＵや、各種プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデー
タを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発
生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含むサブ
制御基板を具備しており、このサブ制御基板についても当該サブ制御基板に対応する基板
ボックスに収容されて構成されている。サブ制御装置２６２上には電源中継基板２６６が
搭載されており、後述する電源基板より供給される電源がこの電源中継基板２６６を介し
てサブ制御装置２６２及び表示制御装置４５に出力される。
【０１０２】
　第２制御基板ユニット２０２は、払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源装置
３１３及びカードユニット接続基板３１４を具備している。払出制御装置３１１、発射制
御装置３１２及び電源装置３１３は周知の通り制御の中枢をなすＣＰＵや、その他ＲＯＭ
、ＲＡＭ、各種ポート等を含む制御基板を具備しており、払出制御装置３１１の払出制御
基板により、賞品球や貸出球の払出が制御される。また、発射制御装置３１２の発射制御
基板により、遊技者によるハンドル１８の操作に従い発射モータ２２９の制御が行われ、
電源装置３１３の電源基板により、各種制御装置等で要する所定の電源電圧が生成され出
力される。カードユニット接続基板３１４は、パチンコ機前面の貸球操作部１２０及び図
示しないカードユニットに電気的に接続され、遊技者による球貸し操作の指令を取り込ん
でそれを払出制御装置３１１に出力するものである。なお、カードユニットを介さずに球
貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸し出される現金機では、カードユニット接続基板３
１４を省略することも可能である。
【０１０３】
　上記払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源装置３１３及びカードユニット接
続基板３１４は、透明樹脂材料等よりなる基板ボックス３１５，３１６，３１７，３１８
にそれぞれ収容されて構成されている。特に、払出制御装置３１１では、前述した主制御
装置２６１と同様、基板ボックス３１５（被包手段）を構成するボックスベースとボック
スカバーとが封印ユニット３１９（封印手段）によって開封不能に連結され、これにより
基板ボックス３１５が封印されている。
【０１０４】
　払出制御装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられている。例えば、払出モー
タ部の球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ３２１が押下されると
、払出モータが正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復帰）が図られる。
【０１０５】
　また、電源装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３２３が設けられている。本パチンコ機
１０はバックアップ機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し
、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰させることができる。従って、通
常手順で（例えば遊技場の営業終了時に）電源遮断すると電源遮断前の状態が記憶保持さ
れることから、電源投入時に初期状態に戻したい場合には、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を
押しながら電源を投入する。
【０１０６】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を説明する。裏パックユニット２０３は、樹脂成
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形された裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とを一体化したものである。
【０１０７】
　裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂により一体成形されており、パチンコ機後方に突出
し略直方体形状をなす保護カバー部３５４を有する。保護カバー部３５４は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示装置ユニット
３５を囲むのに十分な大きさを有する（但し本実施形態では、前述のサブ制御装置２６２
も合わせて囲む構成となっている）。
【０１０８】
　また、払出機構部３５２は、保護カバー部３５４を迂回するようにして配設されている
。すなわち、保護カバー部３５４の上方には、上側に開口したタンク３５５が設けられて
おり、このタンク３５５には遊技場の島設備から供給される遊技球が逐次補給される。タ
ンク３５５の下方には、例えば横方向２列（２条）の球通路を有し下流側に向けて緩やか
に傾斜するタンクレール３５６が連結され、さらにタンクレール３５６の下流側には縦向
きにケースレール３５７が連結されている。払出装置（払出手段）３５８はケースレール
３５７の最下流部に設けられ、払出モータ３５８ａ等の所定の電気的構成により必要個数
の遊技球の払出が適宜行われる。そして、払出装置３５８より払い出された遊技球は前記
上皿１９に供給される。また、タンクレール３５６には、当該タンクレール３５６に振動
を付加するバイブレータ３６０が取り付けられており、仮にタンクレール３５６付近で球
詰まりが生じた際、バイブレータ３６０が駆動されることで球詰まりの解消が図られる。
【０１０９】
　また、払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の
信号を中継する払出中継基板３８１が設置されると共に、外部より主電源を取り込む電源
スイッチ基板３８２が設置されている。電源スイッチ基板３８２には、電圧変換器を介し
て例えば交流２４Ｖの主電源が供給され、電源スイッチ３８２ａの切替操作により電源Ｏ
Ｎ又は電源ＯＦＦされる。
【０１１０】
　また、裏パックユニット２０３は、外部中継端子板２３０用の開口部３９１が設けられ
ており、裏パックユニット２０３の固定された状態でも、外部中継端子板２３０の取外し
及び操作が可能となっている。
【０１１１】
　なお、上述してきた構成により、主制御装置２６１（基板ボックス２６３）の取外しは
、まず裏パックユニット２０３を開け、次に第１制御基板ユニット２０１を開け、そして
、主制御装置２６１を固定している固定具を解除操作するという複雑な過程をふむことに
より、ようやく行うことができる。このため、主制御装置２６１（基板ボックス２６３）
の取り外し等の不正行為に対して抑止効果が期待できる。
【０１１２】
　なお、本実施形態では、主制御装置２６１は、厳重に封印された基板ボックス２６３に
格納されているため、主制御装置２６１に何らかの不正な信号を送ったりする等の不正行
為は困難である。このため、主制御装置２６１によって直接的に制御される特別表示装置
４３のＬＥＤを「赤」又は「緑」の大当たりの態様で不正に点灯させることは困難である
。従って、装飾図柄表示装置４２に大当たりとなったかのような表示を行わせるとともに
、セルなどを用いて大入賞口を強制的に開放し、大当たりとなっていないにもかかわらず
出玉を獲得するというような不正行為が行われる場合にも、特別表示装置４３の点灯態様
を確認することによって、そのような不正行為が簡単に発見できる。
【０１１３】
　以上、本発明は、上記実施の形態には何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない限りにおいて、種々の形態で実施できることは言うまでもない。
【０１１４】
　（ａ）上記実施形態における突出部４１３の形状は特に限定されるものではない。例え
ば、図８に示すように、突出部４１３を、本体部４１２の先端部から突出する円柱状の基
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部４８１と、基部４８１の先端部から突出し、該基部４８１よりも大きな径を有する突部
４８２とから構成してもよい。但し、突部４８２は、本体部４１２（一般部４１４）の径
よりも小さな径を有するものとする。また、突部４８２の形状についても特に限定される
ものではなく、例えば、図８（ａ）に示すように、断面楕円形状としてもよいし、図８（
ｂ）に示すように、笠形状（断面略半円形状）としてもよい。
【０１１５】
　また、上記のように突部４８２を設ける場合以外にも、突出部４１３の先端部の断面形
状を、例えば、略長方形状としてもよいし、長方形状の角部を面取り加工又はＲ加工した
ような形状としてもよいし、部位によって曲率半径の異なる弧状としてもよい。但し、突
出部４１３の先端部には角部がない方が望ましく、この場合には、例えば、遊技球の衝突
に起因して突出部４１３の先端部が傷つけられて（欠けて）しまったり、逆に、突出部４
１３によって遊技球が傷付けられてしまったりする等のおそれを抑制することができる。
また、突出部４１３を省略してもよい。
【０１１６】
　（ｂ）上記実施形態における頭部４１５を省略してもよい。この場合、本体部４１２の
一般部４１４の基端部（後端面）に十字穴４３１を形成してもよい。
【０１１７】
　（ｃ）上記実施形態では、工具係合部として十字穴４３１が形成されているが、特にこ
れに限定されるものではなく、釘４１１の取付けに際して使用される工具に適応した工具
係合部を形成することが望ましい。例えば、工具係合部としてすりわりを形成してもよい
し、六角柱状の突起を設けてもよい。また、十字穴４３１を省略してもよい。この場合、
頭部４１５を打付けて釘４１１を徐々にねじ込むことになる。
【０１１８】
　（ｄ）上記実施形態において、例えば、遊技盤本体３０の奥側に液晶装置等の表示装置
や役物等を設置してもよい。この場合、前方から遊技盤本体３０越しにそれらを視認する
ことができる。また、上記実施形態における頭部４１５を、遊技盤本体３０の背面側と当
接して釘４１１の前方への移動を規制できる程度に小径としたり、上記（ｂ）のように頭
部４１５を省略したりする場合には、頭部４１５によって遊技盤本体３０の奥側に設置さ
れた表示装置や役物等が見えにくくなってしまうといったおそれを抑制することができる
。
【０１１９】
　また、上記実施形態によれば、遊技盤本体３０がそれほど厚くなくても釘４１１の取付
状態を強固に維持することができることから、遊技盤本体３０の厚みを薄くすることがで
き、この場合、遊技盤本体３０が厚いことに起因して遊技盤本体３０の奥側に液晶装置等
の表示装置や役物等が見えづらくなるといったおそれを抑制することができる。
【０１２０】
　また、遊技盤本体３０の背面側から釘４１１がねじ込まれているとはいえ、釘４１１が
遊技盤本体３０の背面に没入していることから、遊技盤本体３０の背面から突出する釘４
１１（頭部４１５）に遊技盤本体３０の奥側に液晶装置等の表示装置や役物等が引っ掛か
って傷つけられてしまうといったおそれを回避することができたり、前記液晶装置等の表
示装置や役物等を遊技盤本体３０により近づけて配置することができたりする。尚、液晶
装置等の表示装置や役物等と遊技盤本体３０とを近づけて配置することにより、液晶装置
等の表示装置や役物等をより見やすくすることができたり、パチンコ機１０の厚みを薄く
することができたり、その他の部材を配設するためのスペースが確保できたりするといっ
た効果が奏される。
【０１２１】
　（ｅ）上記実施形態における遊技盤本体３０は、無色透明の樹脂により構成されている
が、遊技盤本体３０の素材は特に限定されるものではない。例えば、有色透明（半透明）
の樹脂により構成されてもよい。また、透明又は半透明な樹脂にラメ等の粒状物等を混入
させて形成してもよい。加えて、木や不透明な樹脂によって遊技盤本体３０を構成しても
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り、より多彩な演出を行ったりすることができ、興趣の向上を図ることができる。
【０１２２】
　（ｆ）上記実施形態では、セル画４０１を遊技盤本体３０の背面に貼付けているが、遊
技盤本体３０の前面に貼付けてもよいし、両面に貼付けてもよい。なお、遊技盤本体３０
の釘４１１の配設部位においてもセル画４０１を貼付ける場合であって、上記実施形態の
ように、遊技盤本体３０の背面側から釘４１１を挿通させる構成を採用する場合には、該
セル画４０１を遊技盤本体３０の背面に貼付ける方が好ましい。この場合、釘４１１の挿
通に際して、セル画４０１が剥離して浮き上がってしまうといったおそれを抑止すること
ができる。
【０１２３】
　（ｇ）上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等として実施してもよい。例えば、
一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生する
まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と
称される）として実施してもよい。また、大当り図柄が表示された後に所定の領域に遊技
球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機として実施してもよ
い。さらに、羽根モノと称されるパチンコ機に適用することも可能である。また、パチン
コ機以外にも、アレンジボール機や、それに類する雀球等の各種遊技機として実施するこ
とも可能である。ただし、これらの遊技機には、液晶表示装置やドットマトリクス表示装
置等の可変表示装置が搭載されているものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】前面枠セットを開放した状態における内枠等を示す正面図である。
【図３】遊技盤本体の構成を示す正面図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】内枠および遊技盤本体の構成を示す背面図である。
【図６】遊技盤本体３０に取付状態にある釘の構成を示す断面図である。
【図７】（ａ）は釘の構成を示す側面図であり、（ｂ）は頭部側（釘の基端部側）から見
た釘の正面図である。
【図８】別の実施形態における遊技盤本体３０に取付状態にある釘の構成を示す断面図で
ある。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、３０…遊技盤本体、４１１…釘、４１２…本体部、
４１３…突出部、４１５…拡径部としての頭部、４２１…ねじ山、４３１…工具係合部と
しての十字穴、４４１…段差部、４５１…貫通孔としての下孔。
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